
本市が保有する個人情報に関する各種請求の流れ 

開示・訂正・利用停止請求の流れ（フロー図） 
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令和５年４月版 

本市では、個人情報の保護に関する法律に基づき、市民の皆様の個人情報を取り扱っています。 

下の図は、個人情報に関する各種請求の流れを示したものです。 

請求書を記入 

請求書の送付 

申請窓口（行政管理課）で 

決定結果の受取 

閲覧⇒無料 

写し⇒有料（白黒・Ａ３サイズまで：１面１０円、カラー・Ａ４サイズ：１面５０円 など） 

決定の通知 

決定に対する不服の申立て（審査請求） 

個人情報保護審査会 

諮問 

答申 

開示の決定等について不

服申立てがあった場合、

市の機関からの諮問に応

じて答申を行う有識者の

機関 

※処分（決定）の日から 

３か月以内であれば可能 

申請窓口（行政管理課） 

担当部署（個人情報保有課） 請求者 

開示・訂正・利用停止の

可否の決定 

決定期間：１４日以内 

（請求の翌日から起算） 

※利用停止は２９日以内 
 

【請求に必要な書類】 

・本人確認ができる書類 

・住民票の写し等（郵送請求の場合） 

・代理人の資格を証明する書類（代理人請求の場合） 

事務処理上困難な場合は、

期間を３０日延長すること

があります。 
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